第４９号様式　その２
参考事項
	該当する条項
	【赤穂市税条例第８３条第１項第１号（障害者減免）該当】
□身体障害者が自ら運転する軽自動車等
□身体障害者等と生計を一にする者が身体障害者等のために運転する軽自動車等
□身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る）を常時介護する者が運転する軽自動車等
[bookmark: _GoBack]・身体障害者：身体に障害を有し歩行が困難な者
・精神障害者：精神に障害を有し歩行が困難な者
・身体障害者等：身体障害者又は精神障害者

	
軽自動車等

	車両番号
	

	
	納税義務者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	
	障害者との続柄
	

	
	種別
	□軽四輪　□※原付（　　　　cc）□その他（　　　　　　　）

	
	主たる定置場
	□納税義務者の住所と同じ　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	用途
	□乗用　□貨物　□特殊

	
	使用目的
	□通院　□通学  □通所　□通園　□通勤　□その他

	身体障害者等
	住所
	

	
	氏名
	
	年齢
	　　　　歳

	
	障害者手帳
	手帳の種類及び程度
	□身体障害者手帳(　　級)
□精神障害者保健福祉手帳(　　級)
□療育手帳（Ａ・Ｂ１）
□戦傷病者(　　項款症)

	
	
	番号
	第　　　　　　　　　　号

	
	
	交付年月日
	　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

	
	
	障害名
	

	運転者
	住所
	

	
	氏名
	

	
	障害者との続柄
	

	
	運転免許証又は
免許情報記録
	番号
	第
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	号

	
	
	交付年月日
	　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	
	有効期限
	　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	
	種　類
	

	
	
	条　　　件
	


※新基準原付（総排気量１２５ｃｃ以下かつ最高出力４．０ｋＷ以下）の場合は、原動機の総排気量及び最高出力を記入すること。
